
労働政策審議会 労働政策基本部会について

平成28年12月の「働き方に関する政策決定プロセス有識者会議」の報告書において、「現在行われている

労働政策についての議論が分科会及び部会単位で行われており、分科会及び部会を横断するような課題につい

ては議論されにくい環境にある」「研究会等や労政審での議論は法改正の具体的な内容が中心となり、中長期

的な課題についての議論が不足している」等の指摘がされたことから、労働政策審議会（本審）の下に、労働

政策基本部会を立ち上げることとなった。

労働政策基本部会の設置

各分科会及び部会を横断する中長期的課題、就業構造に関する課題、旧来の労使の枠組に当てはまらないよ

うな課題について審議を行う。

審議事項
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